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令和４年度障害者差別解消法セミナーの実施報告 

 

区民を対象とした障害者差別解消法の普及啓発セミナーについて、令和４年度において

は、新型コロナウイルス感染拡大の状況を考慮して、区立障がい者福祉センターとの共催

により、以下のとおり、講演動画を Web 配信した。 

 

１ セミナー概要 

講演タイトル 
第 1 部「障害者差別解消法でインクルーシブな社会へ」 

第 2 部「障がい当事者からのインタビュー」 

講師 
佐藤 聡（さとう さとし）氏 

・DPI 日本会議 事務局長 

申込期間 
令和 4 年 12 月 1 日(木)～令和 4 年 12 月 23 日(金) まで。 

電子申請サービスでの申込。 

配信期間 令和 4 年 12 月 1 日(木)～令和 4 年 12 月 23 日(金) まで。 

配信媒体 板橋区公式 YouTube チャンネル「チャンネルいたばし」 

動画内容 

第１部「障害者差別解消法でインクルーシブな社会へ」約 50 分 

・障害者権利条約と社会モデル 

・障害者差別解消法（差別の事例、差別解消法の成果など） 

・2021 年改正法のポイント（法改正で変わる３つのポイント） 

・まとめ 

第 2 部「障がい当事者からのインタビュー」約 30 分 

・第１部講演に対する意見、感想 

・当事者目線の合理的配慮 

・当事者としてのこれからの行動 など 

障がい当事者

向けの配慮 
字幕・手話通訳の投入 

 

２ 周知方法 

 （１）区ホームページ内、障害者差別解消法ページへの掲載 

 （２）広報いたばし、高島平新聞への掲載 

 （３）チラシの送付（区民事務所、ふれあい館、健康福祉センター、福祉園、福祉事務

所、図書館、区内障がい者支援機関等） 

 （４）区内掲示板でポスターの掲示 
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３ 視聴実績等 

申込者数 86 名 

視聴回数 
第1部 151 回 

第2部 89 回 

その他 
区民の方からの、視聴に関する質問・意見等は申込方法の問い合わせ

以外、特になし。 

 

４ アンケート結果 

   申込時に自動返信されるメールに、Web アンケートの URL を掲載。視聴後、任意

で回答いただく形式とした。 

 （１）回答者数 

   ５名（回答率：5.8%） 

 

 （２）設問に対する回答 

①セミナー情報の入手元 

   ■ チラシ……………………………………２名 

   ■ 広報いたばし……………………………０名 

   ■ 高島平新聞………………………………０名 

   ■ 区ホームページ…………………………０名 

   ■ 障がい者福祉センターホームページ…０名 

   ■ その他……………………………………３名（口コミ、知人からの紹介） 

 

  ②講演内容 

   ■ 大変参考になった……２名 

   ■ 参考になった…………２名 

   ■ どちらでもない………０名 

   ■ あまり参考にならなかった…１名 

 

  ③申し込まれたきっかけをお聞かせください（自由記述） 

  ・法改正後の合理的配慮について事例を知りたかったから。 

  ・同じ障がい者に視野を広げたかった。 

  ・障がい当事者で皆にも広め、知ってもらいたかった。 

  ・大学で障がいに関する授業を受講しており興味があったため。 

  ・大学の課題のテーマが本セミナーだったため。 
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④講演内容の感想をお聞かせください（自由記述） 

  ・障がい者福祉に関する施策や明るい現状などを聞けてとても為になった。 

  ・当事者の参加は今回のようにあって当然と思う。 

  ・障がい当事者の声を、広めていきたいと思った。 

  ・どこに声をあげたらよいのか、ネットや施設に情報が欲しい。 

 

  ⑤今後の障がい者差別解消法セミナーで希望する内容等あればお聞かせください。（自

由記述） 

  ・障がいがある人とない人とで、事例などを用いてその事例についての意見交換会を

実施して欲しい。 

  ・車いすで生活する人たちだけではなく、例えば知的障がいの人の家族などの意見が

聞きたい。 

  ・とにかく障がい者の地域参加ができる活動をしてほしい。 

 

５ 次年度に向けての検討内容 

   障害者差別解消法の普及啓発活動を引き続き行い、活動の一つとして、今回の配信

動画を今後も活用していけるよう検討していく。 

【周知活動】（事務局案） 

・区ホームページ内でも視聴案内を通年で周知し、希望により既存のセミナーの動画

を活用できるよう検討する。 

・不特定多数の人だけでなく福祉を専攻する学生などへの、周知活動を検討する。      

 


